
太陽光発電設備を設置された方へ 

《固定資産税（償却資産）のお知らせ》 
 
償却資産とは，土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で，その減価償却額又は減

価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上，損金又は必要な経費に算入されるもの

をいいます。 

太陽光発電設備も償却資産に該当し，固定資産税の課税の対象となる場合があります。下記の『１ 

課税対象について』及び『２ 課税対象となる償却資産』をご参考に，所有されている太陽光発電設備

の設備状況を確認してください。 

課税の対象となる場合は，地方税法第３８３条の規定により毎年１月１日現在の資産状況を，資産

の所在する市町村長に１月３１日までに申告していただくことになっております。 

 

１ 課税対象について 

 10㎾未満の太陽光発電設備 

 （余剰買取） 

10㎾以上の太陽光発電設備 

（余剰買取・全量買取） 

個人 

（住宅用） 

【課税対象外】 

個人利用を主な目的とした資産である

ため，事業用資産に該当しません。 

（申告は不要です。） 

【課税対象】 

収益を得ることを目的としているため，

事業用資産に該当します。 

（申告が必要となります。） 

個人 

（事業用） 

【課税対象】 

収益を得ることを目的としているため，発電出力量や余剰買取，全量買取にかかわ

らず事業用資産に該当します。（申告が必要となります。） 

法人 

【課税対象】 

収益を得ることを目的としているため，発電出力量や余剰買取，全量買取にかかわ

らず事業用資産に該当します。（申告が必要となります。） 

余剰買取（発電された電気を自家消費用に充て，残った電気を電力会社に売却） 

全量買取（発電された電気の全量を電力会社に売却） 

※売電目的の太陽光発電設備を減価償却する際に用いる耐用年数は 17年になります。 

 

２ 課税対象となる償却資産（「家屋」については申告不要です） 

太陽光パネルの設置方法 

太陽光発電設備 
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家屋に一体の建材（屋根材など）として設置 家屋 家屋 償却 償却 償却 償却 

架台に乗せて屋根に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却 

家屋以外の場所（地上や家屋の要件を満たし

ていない構築物など）に設置 
償却 償却 償却 償却 償却 償却 

 


